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報告第  13 号  

 

市長専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。  

 

記  

 変更契約の締結について  

 

  平成２７年９月１５日提出                                         

                    生駒市長  小  紫  雅  史  
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専第  ９  号  

 

専   決   処   分   書  

変更契約の締結について  

 

議会の議決を経て締結した契約の変更契約の締結について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定

された市長の専決処分事項について、下記のとおり専決処分する。  

記  

１  契 約 の 目 的  生駒台幼稚園改築工事  

２  契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札  

３  契 約 金 額 

(1) 変更前   ６０６，９６０，０００円   

 (2) 変更後   ６１７，１６１，６８０円  

４  契約の相手方   奈良市三条本町４番３２号  中室ビル                

          株式会社  淺沼組  奈良営業所  

          所長  大  西  宏  次  

５  工     期   契約の日から平成２７年８月１５日まで  

 

  平成２７年７月２９日           

生駒市長  小  紫  雅  史  
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報告第  14 号  

 

市長専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。  

 

記  

 和解及び損害賠償の額の決定について  

 

  平成２７年９月１５日提出                                         

                    生駒市長  小  紫  雅  史  
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専第  10 号  

 

専   決   処   分   書  

和解及び損害賠償の額の決定について  

 

和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定された市長の専決処分

事項について、下記のとおり専決処分する。  

記  

１  事故区分及び事故発生年月日  

物損事故  

平成２７年４月１９日（日）午後５時３０分頃  

２  事故発生場所  

   生駒市鹿畑町１８８６番地２  

 市道鹿畑清水線上  

３  損害賠償額  

金  ３００，０４１円  

４  事故の概要  

被害車両の乗用車が市道鹿畑清水線を走行中、アスファルト舗装の段差で、

フロントバンパーの損傷等車両に損害を与えたもの  

 

  平成２７年９月３日          

                    生駒市長  小  紫  雅  史  
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報告第  15 号 

 

平成２６年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の報告について  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条

第１項の規定により、平成２６年度決算に基づく生駒市健全化判断比率を別紙監

査委員の意見を付けて下記のとおり報告する。  

記  

（単位  ％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

―  

（ 12.29） 

―  

（ 17.29） 

1.8 

（ 25.0） 

―  

（ 350.0） 

 備 考   

１  実 質 赤 字 額 及 び 連 結 実 質 赤 字 額 が な い た め 、 「 ― 」 と 記 載 し

て い る 。  

２  将 来 負 担 比 率 が 算 定 さ れ な い た め 、 「 ― 」 と 記 載 し て い る 。  

  ３  生 駒 市 の 早 期 健 全 化 基 準 を 括 弧 内 に 記 載 し て い る 。  

 

平成２７年９月１５日提出  

                                             生駒市長   小  紫  雅  史 
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生 監 第 ５ ９ 号 

平成２７年８月１９日 

生 駒 市 長 小 紫 雅 史  様 

生駒市監査委員  藤 本 勝 美 

生駒市監査委員  井 上 圭 吾 

生駒市監査委員  白 本 和 久 

平成２６年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の審査結果について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定による平成２６年度決

算に基づく生駒市健全化判断比率の審査を終えたので、その結果について意見を付して提

出する。
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平成２６年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の審査意見書 

第１ 審査の概要 

市長から提出された生駒市健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類が正確かつ適正に作成されているかどうかについて、必要に応じて関係職

員から説明を聴取し、審査を行った。 

第２ 審査の期間 

平成２７年７月１７日から平成２７年８月１９日まで 

第３ 審査の結果 

１ 総合意見 

審査に付された下記の生駒市健全化判断比率及びその算定の根拠となる事項を記

載した書類について照合・確認したところ、いずれも計数は正確であり、適正に作成

されていることが認められた。 

記 

健全化判断比率等 （単位：％） 

比 率 名 平成２６年度比率 早期健全化基準 

実 質 赤 字 比 率 － 12.29  

連結実質赤字比率 － 17.29  

実 質 公 債 費 比 率 1.8 25.0  

将 来 負 担 比 率 － 350.0  

（注）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字 

額及び連結実質赤字額がないため、「－」を記載している。 

２ 将来負担比率については、将来負担比率が算定されないため、「－」 

を記載している。 

２ 個別意見 

(1) 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字額及び連結

実質赤字額がないことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2) 実質公債費比率については、早期健全化基準の 25.0％を大きく下回っているこ

とから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3) 将来負担比率については、充当可能財源等が将来負担額を上回っており、将来

負担比率が算定されないことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。
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報告第  16 号  

 

   平成２６年度決算に基づく生駒市資金不足比率の報告について  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２

２条第１項の規定により、平成２６年度決算に基づく水道事業会計、下水道事

業特別会計及び病院事業会計の資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて

下記のとおり報告する。  

記  

                      （単位  ％）  

会計の名称  資金不足比率  

水 道 事 業 会 計 

―  

（ 20.0）  

下 水 道 事 業 特 別 会 計 

―  

（ 20.0）  

病 院 事 業 会 計 

―  

（ 20.0）  

 備考  

１  資金の不足額がないため、「－」と記載している。  

 ２  生駒市の経営健全化基準を括弧内に記載している。  

 

平成２７年９月１５日提出  

       生駒市長  小  紫  雅  史   
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生 監 第 ６ ０ 号 

平成２７年８月１９日 

生 駒 市 長 小 紫 雅 史  様 

生駒市監査委員  藤 本 勝 美 

生駒市監査委員  井 上 圭 吾 

生駒市監査委員  白 本 和 久 

平成２６年度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査結果について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定による平成２６年

度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査を終えたので、その結果について意見を付

して提出する。
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平成２６年度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査意見書 

第１ 審査の概要

市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

が正確かつ適正に作成されているかどうかについて、必要に応じて関係職員から説

明を聴取し、審査を行った。

第２ 審査の期間

平成２７年７月２８日から平成２７年８月１９日まで

第３ 審査の結果

１ 総合意見 

審査に付された下記の生駒市資金不足比率及びその算定の根拠となる事項を記載

した書類について照合・確認したところ、いずれも計数は正確であり、適正に作成

されていることが認められた。 

記 

資金不足比率等 （単位:％） 

特 別 会 計 の 名 称 平成２６年度比率 経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 － 20.0 

下 水道事業特別会計 － 20.0 

病 院 事 業 会 計 － 20.0 

（注） 資金不足比率については、資金不足額がなく比率が算定されないため、

「－」を記載している。

２ 個別意見 

水道事業会計、下水道事業特別会計及び病院事業会計においては、資金不足額がな

いことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 
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議案第  64 号  

 

   平成２６年度生駒市一般会計決算の認定について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度生駒市一般会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    

 

- 11 -



議案第  65 号  

 

   平成２６年度生駒市公共施設整備基金特別会計決算の認定について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度生駒市公共施設整備基金特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  66 号  

 

   平成２６年度生駒市生駒駅前市街地再開発事業特別会計決算の認定     

   について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度生駒市生駒駅前市街地再開発事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  67 号  

 

   平成２６年度生駒市介護保険特別会計決算の認定について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度生駒市介護保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  68 号  

 

   平成２６年度生駒市国民健康保険特別会計決算の認定について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度生駒市国民健康保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  69 号  

 

   平成２６年度生駒市後期高齢者医療特別会計決算の認定について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度生駒市後期高齢者医療特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  70 号  

 

   平成２６年度生駒市下水道事業特別会計決算の認定について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度生駒市下水道事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  71 号  

 

   平成２６年度生駒市自動車駐車場事業特別会計決算の認定について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２６年度生駒市自動車駐車場事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  72 号  

 

   平成２６年度生駒市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について  

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に基づき、

平成２６年度生駒市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）の

とおり処分し、併せて同法第３０条４項の規定に基づき、平成２６年度生駒市水

道事業会計決算を別冊監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  73 号  

 

   平成２６年度生駒市病院事業会計決算の認定について  

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

平成２６年度生駒市病院事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。  

 

  平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史    
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議案第  74 号  

 

平成２７年度生駒市一般会計補正予算（第２回）  

 

平成２７年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところに

よる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３０２，０４７千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，４３９，９５５千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正）  

第３条  債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第４条  地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。  

 

 

平成２７年９月１５日提出  

                    生駒市長  小  紫  雅  史  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

14 国庫支出金     4,933,603        95,034     5,028,637

 1 国庫負担金     4,009,088        80,368     4,089,456

 2 国庫補助金       900,463        14,666       915,129

15 県支出金     2,341,663        41,184     2,382,847

 1 県負担金     1,455,365        40,184     1,495,549

 2 県補助金       628,769         1,000       629,769

19 繰越金       300,000     1,160,129     1,460,129

 1 繰越金       300,000     1,160,129     1,460,129

21 市債     2,002,000         5,700     2,007,700

 1 市債     2,002,000         5,700     2,007,700

歳     入     合     計    36,137,908     1,302,047    37,439,955
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 2 総務費     4,539,424     1,018,319     5,557,743

 1 総務管理費     3,504,324       998,092     4,502,416

 2 徴税費       529,420        15,000       544,420

 3 戸籍住民基本台帳費       271,266         5,227       276,493

 3 民生費    13,674,930       216,320    13,891,250

 1 社会福祉費     5,425,936        39,084     5,465,020

 2 児童福祉費     5,853,097       177,236     6,030,333

 4 衛生費     3,969,796         8,900     3,978,696

 2 清掃費     2,231,022         8,900     2,239,922

 5 産業経済費       369,456         1,300       370,756

 1 農業費       155,071         1,300       156,371

 6 土木費     3,557,026        26,352     3,583,378

 3 都市計画費     1,045,998        26,352     1,072,350

 7 消防費     1,548,390         5,774     1,554,164

 1 消防費     1,548,390         5,774     1,554,164

 8 教育費     4,888,648        25,082     4,913,730

 1 教育総務費       663,684         4,723       668,407

 5 社会教育費       968,948        12,613       981,561

- 23 -



［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 6 保健体育費     1,295,216         7,746     1,302,962

歳     出     合     計    36,137,908     1,302,047    37,439,955
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追加 ［単位　千円］

消 防 団 機 動 第 ４ 分 団 拠 点 施 設
整 備 工 事 監 理 業 務

平成２８年度 ４，１８１

第　３　表　債　務　負　担　行　為　補　正

期　　　　　　　間事　　　　　　　　　　項 限　　度　　額

南コミュニティセンター第２駐車場
用 地 返 却 に 係 る 原 状 復 旧 工 事

平成２８年度 ６，９００
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議案第  75 号  

 

平成２７年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第２回）  

 

平成２７年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定める

ところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，４７１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，５６８，２４２千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 

 

平成２７年９月１５日提出  

                       生駒市長  小  紫  雅  史  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 3 国庫支出金     1,368,198         2,259     1,370,457

 2 国庫補助金       112,355         2,259       114,614

 4 支払基金交付金     2,013,084         1,109     2,014,193

 1 支払基金交付金     2,013,084         1,109     2,014,193

 5 県支出金     1,069,622           540     1,070,162

 2 県補助金        47,769           540        48,309

 7 繰入金     1,187,285         6,563     1,193,848

 2 基金繰入金        27,771         6,563        34,334

歳     入     合     計     7,557,771        10,471     7,568,242
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 4 基金積立金         2,102         3,908         6,010

 1 基金積立金         2,102         3,908         6,010

 5 諸支出金         5,312         6,563        11,875

 1 償還金及び還付加算
金

        5,312         6,563        11,875

歳     出     合     計     7,557,771        10,471     7,568,242
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議案第  76 号  

 

生駒市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年９月１５日  

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市印鑑条例の一部を改正する条例  

生駒市印鑑条例（平成２年１０月生駒市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。  

第３条第１項第５号中「き損」を「毀損」に改める。  

第７条第４項を次のように改める。  

４  第１項の規定にかかわらず、市長は、第１４条第２項の印鑑登録証明書の交

付のために必要な情報が記録された個人番号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ｡)を所持する者から

印鑑登録証の交付を要しない旨の申出があったときは、印鑑登録証の交付を行

わないことができる。  

第８条及び第１０条第３号中「き損し」を「毀損し」に改める。  

第１５条第２項を次のように改める。  

２  前項の規定にかかわらず、前条第２項の印鑑登録証明書の交付のために必要

な情報が記録された個人番号カードを所持する登録者は、多機能端末機（市の

電子計算機と電気通信回線で接続された市又は民間事業者が設置する端末機
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で、自動的に証明書等を交付するものをいう｡)を利用して、同項の印鑑登録証

明書の交付を申請することができる。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２８年１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日前に交付された住民基本台帳カードを所持する者につい

ては、改正前の生駒市印鑑条例第７条第４項及び第１５条第２項の規定は、な

おその効力を有する。ただし、同項に規定する窓口専用端末機に係る部分につ

いては、平成２８年３月３１日までの間に限り、なおその効力を有する。  
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議案第  77 号  

 

生駒市住民基本台帳カード利用条例を廃止する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年９月１５日           

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

   生駒市住民基本台帳カード利用条例を廃止する条例  

 生駒市住民基本台帳カード利用条例（平成２２年１２月生駒市条例第３２号）

は、廃止する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２８年１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日前に交付された住民基本台帳カードを所持する者につい

ては、廃止前の生駒市住民基本台帳カード利用条例の規定は、なおその効力を

有する。ただし、同条例第２条第２号の規定は、平成２８年３月３１日までの

間に限り、なおその効力を有する。  
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議案第  78 号  

 

生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に  

ついて  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年９月１５日  

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

 

生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  

生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。  

 第３条第２項中「地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第８

４条第２項」を「厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条第２項

」に改める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第  79 号  

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年９月１５日           

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

   生駒市手数料条例の一部を改正する条例  

第１条  生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  附則第５項を削る。  

  別表第１の２の２の項中「接続された」の次に「市又は」を加え、「住民基

本台帳カードを利用することにより」を削り、同表１８の２の項及び１８の３

の項を削る。  

第２条  生駒市手数料条例の一部を次のように改正する。  

別表第１の２の２の項中「又は窓口専用端末機（証明書等の交付を申請する

ことができる端末機をいう。以下同じ｡)」を削り、同表１６の項から１８の項

まで、２０の項及び２４の項中「又は窓口専用端末機」を削る。  

附  則  

 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同

年４月１日から施行する。  
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議案第  80 号  

 

生駒市教育委員会委員の定数を定める条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年９月１５日           

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市教育委員会委員の定数を定める条例  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３

条ただし書の規定により、生駒市教育委員会の委員の定数は、８人とする。  

附  則  

 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。  
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議案第  81 号  

 

   市道路線の認定について  

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。  

 

整理  
路     線     名  

起         点  

番号  終         点  

１  樫の木台１２号線  
壱分町６７番２９１先  

壱分町６７番２９９先  

２  鹿ノ台南３１号線  
鹿ノ台南１丁目８番１８先  

鹿ノ台南１丁目１６番１３先  

３  翠光台１２号線  
壱分町７０番１４先  

壱分町７０番５１先  

４  翠光台１３号線  
壱分町７０番２３先  

壱分町７０番４１先  

５  翠光台１４号線  
壱分町７０番６４先  

壱分町７０番４６先  

６  翠光台４号歩行者専用道  
壱分町７０番２１先  

壱分町７０番２２先  

７  翠光台５号歩行者専用道  
壱分町７０番２５先  

壱分町７０番３７先  

８  翠光台６号歩行者専用道  
壱分町７０番４５先  

壱分町７０番４６先  

９  生駒台北１５号線  
生駒台北１２１番８先  

生駒台北１２１番１１先  

10 鹿畑町駅前３号歩行者専用道  
鹿畑町３０７５番先  

鹿畑町２９３０番１先  

 

 

 

- 44 -



11 北田原南北線  
北田原町２４２０番１先  

北田原町１６２４番１先  

12 北田原南北線支線１号  
北田原町２３２６番１先  

北田原町２３２８番１先  

13 北田原南北線支線２号  
北田原町２４０２番１先  

北田原町２４２９番９先  

14 高山北田原線支線１７号  
北田原町１５９２番３先  

北田原町１５８９番６先  

15 北田原町第１歩行者道  
北田原町２７９３番２先  

北田原町２４０６番２先  

16 門前町鬼取線支線７号  
小倉寺町５５４番１先  

小倉寺町６８１番先  

17 辻町第１歩行者道  
辻町７３２番２先  

辻町７０１番１７先  

18 鹿畑中利谷線支線１号  
鹿畑町２４４７番１先  

鹿畑町３０７２番先  

 

 平成２７年９月１５日提出           

                      生駒市長  小  紫  雅  史   
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議案第  82 号  

 

   市道路線の廃止について  

 

 市道路線を次のとおり廃止したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。  

 

整理  
路     線     名  

起         点  

番号  終         点  

１  鹿畑大渕線支線２号  
鹿畑町２５３８番１先  

鹿畑町２５２１番先  

２  北田原南北線  
北田原町２４１３番１先  

北田原町１５９２番３先  

３  鹿畑中利谷線支線１号  
鹿畑町２４４４番先  

鹿畑町２６４０番先  

       

 平成２７年９月１５日提出                              

                      生駒市長  小  紫  雅  史   
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議案第  83 号  

奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約の変更について  

奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約を変更することについて、奈良市

と協議するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定

によりその例によることとされる同法第２５２条の２の２第３項の規定により議

会の議決を求める。  

平成２７年９月１５日  

生駒市長  小  紫  雅  史   

奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約の一部を改正する規約  

奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約（平成２５年７月１日施行）の一

部を次のように改正する。  

第１条中「第２５２条の２第１項」を「第２５２条の２の２第１項」に改め

る。  

附  則  

この規約は、告示の日から施行する。  
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議案第  84 号  

生駒市病院事業推進委員会委員の委嘱及び任命について  

 生駒市病院事業推進委員会の委員に下記の者を委嘱し、及び任命したいから、

生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）第

１７条第４項の規定により、議会の同意を求める。  

記  

１  委嘱する者  

住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●●●●●●●   

谷 口  伀 

昭和●●年●月●●日 

住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●●●●●●●   

梅  川  智三郎 

昭和●●年●月●●日 

住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●●●●●   

今　村　正　敏 

昭和●●年●月●●日 

住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●●●●   

溝　口　精　二 

昭和●●年●月●日 

住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●●●●●●　  

藤　岡　庄　司 

昭和●●年●月●●日 
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住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●  　 

伊　木　まり子 

昭和●●年●月●日 

住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●●●  ●●●●●●●   

筑　井　隆　弘 

昭和●●年●月●日 

住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●●●●●●●●   

関　本　美　穂 

昭和●●年●月●日 

住   所

氏   名

生年月日

●●●●●●●●●●●●●●   

志　垣　智　子 

昭和●●年●月●●日 

２ 任 命 す る 者

住   所 ●●●●●●●●●●●●● 

氏   名

生年月日

坂 上  弘 

昭和●●年●月●●日 

平成２７年９月１５日提出

 生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  85 号  

生駒市法令遵守委員会委員の委嘱について  

生駒市法令遵守委員会委員を下記の者に委嘱したいから、生駒市法令遵守推進

条例（平成１９年６月生駒市条例第２１号）第１６条第３項の規定により、議会

の同意を求める。  

記  

住   所   ●●●●●●●●●●●●●● 

氏   名   九  鬼  康  夫  

生年月日   昭和●●年●●月●●日 

住   所   ●●●●●●●●●●●●●●●

氏   名   秋  田  仁  志  

生年月日   昭和●●年●月●●日 

住   所   ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●● 

氏   名   丹  羽   徹  

生年月日   昭和●●年●月●●日 

平成２７年９月１５日提出  

生駒市長  小  紫  雅  史  

- 50 -



諮問第 １ 号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の候補者に下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

記

住     所     生駒市●●●●●●●●

氏     名     中 谷 八 榮 子 

生年月日     昭和●●年●月●●日

住     所     生駒市●●●●●●●●●

氏     名     岩 田 憲 一

生年月日     昭和●●年●月●日

住     所     生駒市●●●●●●●●●

氏     名     藤 尾 庸 子

生年月日     昭和●●年●月●日

平成２７年９月１５日提出

生駒市長   小 紫 雅 史
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